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	2021年衆議院総選挙　公約について　医療基本法に関するアンケート ネン シュウギインソウセンキョ コウヤク
		自由民主党 ジユウ ミンシュトウ	公明党 コウメイトウ	立憲民主党 リッケンミンシュトウ	共産党 キョウサントウ	国民民主党 コクミンミンシュトウ	社会民主党 シャカイミンシュ トウ	れいわ新選組	ＮＨＫ党 トウ
	質問１−１

今回の衆議院議員選挙における貴党の政権公約またはマニフェストに、医療基本法の制定が明記されていますか。	明記していない。 		明記されていません。	◉明記しています。	明記されていない	◉はい	◉されている	明記されていません。
	質問１−２

質問１−１の回答が、「明記されていない」である場合、その理由を教えて下さい。	 下記（質間1 一3 への回答）のとおり、今後、幅広い議論を通じ、合意形成を図ることが重要であると考えているため。 		現時点においては医療基本法について法案化を検討していないため、今回の衆議院議員選挙における政権政策には盛り込んでいません。		超党派で取り組んでいるものと察知しております。	※2021衆議院選挙公約の詳細版（告示日に社民党HPで公開予定）		NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で（NHK党）は　ワンイシュー政党という特殊な 政党であり、公約はNHKへの取組み1本としているため。
	質問１−３

医療基本法に関する貴党の考え方について、自由に記載して下さい。	医療基本法については、医療を受ける患者・国民も含めた幅広い関係者による 議論を通じ、合意形成を図ることが重要であると考えています。		立憲民主党は「政策集2021」の中に、ご提案頂いた「医療基本法要綱案（医療基本法フォーラム版）」の基本的施策に関連する施策として、新型コロナウイルスのまん延により生じた課題を踏まえた地域の医療提供施設相互間の機能の分担と業務の連携等の見直し、国民皆保険の堅持、医療事故調査体制の充実、医療従事者の働き方改革、被害者救済 のための制度づくり等を盛り込んでいます。	日本共産党はこの間の国政選挙で、患者の権利を明確にし、医療行政の全般に患者の声を 反映する仕組みをつくる「医療基本法」の制定をかかげてきました。
重い窓口負担を苦にした受診抑制や、行政主導の病床削減•病院統廃合による地域医療の 後退などの現実もあるなか、憲法25条に基づいて患者の権利を確立する「基本法」の制定 は、患者•国民本位の医療を実現するうえで重要がある、というのが私たちの立場です。
コロナ危機によって、日本の医療体制の脆弱さが改めて問題となっている今、その意義は、 さらに高まっていると考えます。	よりよい医療を実現するため、医療提供者と患者、国民が協同して議論を進めていく 必要があると考えます。	日本の国民皆保険制度は世界に誇るべきものであり、医学医術、医療提供体制は高度の水準にあります。しかし「聖城なき構造改革」（2001年）に始まり今に至る医療保障制度の改変によって「医療を受ける権利」が侵害され続けています。

また近年の医療の高度化、複雑化に一般の市民が追いつくことは非常に難しい状況です。 医療は極めて専門的な分野にあり、医師等がもつ知識や情報量は圧倒的に大きく、患者や家族にとって”医療は与えられるもの”という意識が根強くあります。そうした中で、医療サイドのパターナリズム（父権主義）は温存され、医療事故の隠蔽、医療費の不正請求などが続いてきました。また、薬書は後を絶たず、その背景には医療行政の誤りがありま す。国の政策の誤りの際たるものである「らい予防法」や「優生保護法」は、患者、障害 者らの人権を著しく侵害し、法律が廃止•改正されても未だに偏見•差別の禍根を残して います。

一方、1981年に開催された世界医師会総会（リスボン於）では「患者の権利宣言」が採択され、良質の医療を受ける権利、選択の自由、自己決定権など11の原則が示されました。 日本においても各医療施設が「患者の権利」を尊重することを示すなど大きな進展があり ました。また、インフォームド•コンセントの周知と徹底、セカンドオピニオンの推進、 医療費領収書発行などが諸団体の地道な活動によって実現されてきました。

さらに患者が自分のいのち、からだの主体となり、安心、納得、満足して医療を受け、 回復（症状の緩和）していくためには"医療への参加”が不可欠です。医療政策制度に患 者の権利を尊重する視点が必要です。憲法13条「幸福追求権」、憲法25条「生存兼」を 根底に、医療について基本理念を明らかにし、総合的、計画的に推進していく医療基本法 （仮称）が必要であると考えます。	精神科医療、ハンセン病（旧らい予防法に基づく）患者に対する隔離・収容、強制治療、優生保護法下の強制不妊手術、違法な子宮摘出手術等々、医療における人権侵害の歴史の反省の上に立ち、患者が自らの意思で医療を受ける権利、医療現場で患者への権利侵害、医療事故等が起きた場合の権利擁護、救済の仕組みをつくります。

医療政策の決定過程における当事者参画の仕組みづくりなどの環境整備を行います。 セイシンカイリョウ ビョウ キュウ ヨボウホウ モト カンジャ タイ カクリ シュウヨウ キョウセイチリョウ ユウセイホゴホウ カ キョウセイ フニンシュジュツ イホウ シキュウ テキシュツ シュジュツ トウトウ イリョウ ジンケンシンガイ レキシ ハンセイ ウエ タ カンジャ ミズカ イシ イリョウ ウ ケンリ イリョウゲンバ カンジャ ケンリシンガイ イリョウジコ トウ オ バアイ ケンリヨウゴ キュウサイ シク イリョウセイサク ケッテイ カテイ トウジシャサンカク シク カンキョウセイビ オコナ	概ね賛成の方針ですが、医療基本法の具体的な内容については、医療従事者と患者い ずれにも偏らないよう十分な議論が必要と考えます。

医療の基本理念、医療政策の基本原則と、医療や医療政策の形成に携わるすべての関係者の義務と権利についてバランス良く定められる事が必要です。
	質問２−１

今回の衆議院議員選挙における貴党の政権公約またはマニフェストに、医療政策の決定プロセスへの患者・市民の参画推進について、記載されていますか。	明記していない。 		記載されていません。	「医療基本法」について述べた党の公約に、「医療行政の全般に患者の声を反映する仕組 みをつくる」ことを記載しています。	記載されていない。	はい	されている。	記載されていません。
	質問２−２

質問１−１の回答が、「記載されていない」である場合、その理由を教えて下さい。	下記（質間2 一3 への回答）のとおり、重要な取組みと考えていますが、現在 の医療政策の決定プロセスについて具体的な見直し方針が定まっているものではないため。 		現時点においては医療政策の決定プロセスへの患者市民の参画推進について法案化などを 検討していないため、今回の衆議院議員選挙における政権政策には盛り込んでいません。			※2021衆議院選挙公約の詳細版（告示日に社民党HPで公開予定）		NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で（NHK党）は　ワンイシュー政党という特殊な 政党であり、公約はNHKへの取組み1本としているため。
	質問２−３

医療政策の決定プロセスへの患者・市民の参画推進に関する貴党の考え方について、自由に記載して下さい。	医療政策の決定プロセスに患者やその家族、市民の皆様が参画することは重 要であると考えています。 		立憲民主党は「政策集2021」の中に、「2014年に成立した難病の患者に対する医療等に関 する法律（難病法）で全国に設置された難病対策地域協議会の実態を把握し、患者•家族 の積極的な参画を促すための支援を行い、協議会の活動を活性化します。」と記載してい ます。難病に関する政策に限らず、医療政策の決定プロセスへの患者市民の参画推進は重 要であると考えます。	患者本位の医療制度•医療提供体制を実現するためには、国政でも地方でも、医療行政の 全体に患者•市民の声を反映させていくことが不可欠です。
1972年、当時の内閣が「医療基本法案」を国会に提出したことがありましたが、そこに は、住民代表や患者組織の代表を審議会等に参加させる仕組みがなく、国民から批判の声が 上がり、日本共産党もその立場で政府案を批判しました（法案は廃案）。
コロナ危機のなかで、「患者本位」に真っ向から反する医療政策の現実も次つぎと表面化 しました。患者•市民の声を医療行政に反映させる仕組みの構築は、いっそう切実になって いると考えます。	質問2-２、2-3の総論として

よりよい医療を実現するため、医療提供者と患者、国民が協同して議論を進めていく必要があると考えます。	喫緊の課題としては、政府が強引に推進する地域医療の再編、公立•公的病院の統廃合 を一且中止すべきです。この問題は、住民がそこに住み続けられるのどうか、地域の存続 にも関わる問題です。またこの間、国は保健所や保健師の削減を続け、公衆衛生体制を脆 弱にしてきました。新型コロナウイルス感染症の拡大で、その誤りが露呈しています。医 療政策の決定プロセスへの患者•市民の参画推進は非常に重要であると考えます。	質問1-3にも書きましたが、医療における人権侵害、医療過誤等を受けた当事者の意見を反映させない政策はありえないと考えます。

「われわれ（当事者）抜きにわれわれに関することは何も決めるな」（障害者権利条約策定過程で国連の特別委員会において謳われたスローガン）がれいわ新選組の基本方針です。 シツモン カ イリョウ ジンケン シンガイ イリョウカゴ トウ ウ トウジシャ イケン ハンエイ セイサク カンガ トウジシャ ヌ カン ナニ キ ショウガイシャ ケンリジョウヤク サクテイカテイ コクレン トクベツ イインカイ ウタ キホンホウシン	前述の通り、医療基本法をはじめとした医療政策については医療従事者•患者いずれにも偏らないものとなる事が重要であると考えます。よって患者•国民にも然るべき参画推進を求めるべきと考えます。
	質問３−１

今回の衆議院議員選挙における貴党の政権公約またはマニフェストに、患者の権利の尊重・擁護について、記載されていますか。	⇒「国民が安心できる持続可能な医療の実現」や「国民皆保険の堅持」として、
患者の意向を踏まえた取り組みについて記載を盛り込んでいます。		記載されていません。	「医療の安全、患者の権利の確立」の項を設け、医療基本法のほかに、医療事故の検証、 無過失補償制度、医療情報の開示などについて記載しています。	記載されている。	はい	されている	記載されていません。
	質問３−２

質問１−１の回答が、「記載されていない」である場合、その理由を教えて下さい。			現時点においては患者の権利の尊重擁護について法案化などを検討していないため、今回 の衆議院議員選挙における政権政策には盛り込んでいません。			※2021衆議院選挙公約の詳細版（告示日に社民党HPで公開予定）		NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で（NHK党）は　ワンイシュー政党という特殊な 政党であり、公約はNHKへの取組み1本としているため。
	質問３−３

患者の権利の尊重・擁護に関する貴党の考え方について、自由に記載して下さい。	患者の権利の尊重・擁護のための取組を推進することは重要であると考えて
います。		立憲民主党の前身である旧立憲民主党、旧国民民主党も賛成して成立した成育基本法には 「成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られる ことを保障される権利を尊重して推進されなければならない。Jとの規定が盛り込まれて います。患者の権利の尊重擁護は重要であると考えます。	日本の医療行政には、ハンセン病問題、優生保護法にもとづく強制不妊•堕胎、スモン等 の薬害事件、悲惨な医療事故など、数多くの負の歴史があります。コロナ危機のもとでは、 治療が必要なコロナ患者が「原則自宅療養」とされ、医療の手が届かないまま自宅死に至る 事例なども生まれました。これらの反省に立って、患者の権利の尊重•擁護を、医療政策の 中軸に据えることが必要です。そのためにも、患者の権利を法律に規定し、医療行政全般に 患者•市民の声を反映する制度上の仕組みをつくることが重要になると考えます。	患者のニーズを踏まえ、難病対策を拡充します。2014年に成立した難病法で全国 に設置された難病対策地域協議会の実態を把握し、患者•家族の積極的な参画を促 すための支援を行い、協議会の活動を活性化します。また、難病法の見直しに向け、 医療費の自己負担、医療費助成を受けていた小児慢性疾患の患者が大人になると 助成を受けられなくなるトランジション問題などについて検討を行います。検討にあた っては、当事者の声に引き続き耳を傾け、ともに議論しながら進めます。


ハンセン病回復者の社会復帰の円滑化を進め、退所者・非入居者への医療•介護・ 相談等の体制整備と、継続的•安定的な経済支援を行います。
国立ハンセン病療養所については、その入所者の良好かつ平穏な療養生活のため、 職員の確保に最大限努め、特に医師の確保に当たっては、地方自治体等関係機関 の協力を得て欠員補充に努めます。
今後もよりよい医療を実現するため、医療提供者と患者、国民が協同して議論を進め ていく必要があると考えます。	患者の権利を尊重•擁護するために、インフォームド・コンセントやセカンドオピニオンの周知、徹底が必要だと考えます。患者や家族が医療記録を知る権利を保障するために カルテ開示の法制化も必要です。医療事故の原因調査、再発防止のために、医師の事故報 告の義務化や安全指導等、そして被害者救済のための公的な制度を実現すべきです。「患 者の権利基本法」（仮称）から、さらに包括的な「医療基本法（仮称）」にシフトします。	質問1-3で回答した通り シツモン カイトウ トオ	患者が本来有するべき当然の権利については、然るべき法整備を図る事が早急に必要で あると考えます。アメリカ•イギリス等をはじめとした諸外国及びWHO、世界医師会等の患者の権利宣言等を参考にしながら、医療従事者と患者との信頼関係構築のために、日本において何が必要でどうあるべきか然るべき議論を持つべきであると考えます。
	質問４

わたしたちの医療基本法要綱案フォーラム版に関する貴党の見解を自由に記載して下さい。	医療基本法については、医療を受ける患者・国民も含めた幅広い関係者による議論を通じ、合意形成を図ることが重要であると考えています。頂いた要項案も、貴重な御意見として受け止めており、今後、議論をより深めてまいりたいと考えています。		コロナ禍の中で、入院できないまま自宅に放置され、救えるはずの命が救えないという深 刻な事態に陥りました。患者が医療を受ける権利が損なわれてしまったことに鑑みれば、 医療を受ける人の権利などを法律で明らかにすることの重要性が高まっていると言えま す。 	憲法13条と25条を土台に医療の基本理念と患者の権利を明確にし、国•地方の医療政 策の決定過程に患者•市民•医療従事者を参画させることを義務づけるなど、私たちの提案 とも重なるもので、全面的に賛同します。
医療基本計画、医療計画推進協議会、基本的諸施策の規定なども含め、今後の提案•議論 の参考にさせていただきたいと考えます。	よりよい医療を実現するため、医療提供者と患者、国民が協同して議論を進めて いく必要があると考えます。	非常に重要な法案であると思います。特に、基本理念の①に「健康とは、単に病気でな いことを意味するものではなく、肉体的、精神的及び社会的に良好な状態を意味するもの であること」とあります。現在、健康は”病気ではない状態”と捉えられており、健康保険制度の適用範囲も限定されていますが、その視点から範囲を拡大する必要があると考えます。

昨年末、超党派の議員立法で「生殖補助医療法」が成立しました。審議は法務委員会のみで衆参両院を足してもわずか5時間程度の審議時間でした。背景には、菅•前内閣が不妊治療の保険適用を決定するなどの後ろ盾がありました。

政府は、生殖補助技術に関する法律が求められていたにも関わらず、長期に渡って先送りしてきました。その結果、保険外診療が拡大し出生前診断のビジネス化等も含め、様々問題が生じています。しかし同法は、諸課題（技術の安全性や管理、個人情報の管理、精子•卵子•胚の売買など）について規制がまったく示されていません。子どもが「出官を 知る権利」も保障されていません。さらに、新たな優生思想を引き起こしかねない条文も あります。これら重要な部分は2年後の改定とされています。

この問題一つをとっても、医療基本法によって基本的な理念を示しておくことの必要性を強く痛感いたします。実現に向けて社民党も取り組んで參りたいと考えます。	基本的に「医療基本法要綱案　フォーラム版」に賛成、支持いたします。

10月１４日に行われた日弁連第６３回人権擁護大会では、ついに精神障害者への強制入院制度を廃止し、医療法、医療制度の抜本的改革と、ンフォームドコンセントに基づく医療の提供のための法整備等を決議しました。

れいわ新選組としては、医療を受ける中で被害を受けた多様な当事者団体の声をお聞きし、医療提供団体、従事者、法律関係者などとも連携し、患者の権利に基づく医療基本法の制定に尽力していきたいと考えております。 キホンテキ イ ヨ バン サンセイ シジ ゲツ ヒ オコナ ニチベンレン ダイ カイ ジンケンヨウゴ タイカイ セイシンショウガイシャ キョウセイニュウイン セイド ハイシ イリョウホウ イリョウセイド バッポンテキ モト イリョウ テイキョウ ホウセイビ トウ ケツギ イリョウ ウ ナカ ヒガイ ウ タヨウ トウジシャ ダンタイ コエ キ イリョウテイキョウ ダンタイ ジュウジシャ ホウリツカンケイシャ レンケイ カンジャ ケンリ モト イリョウキホンホウ セイテイ ジンリョク カンガ	現在の政治は、特定の団体のしがらみや党議拘束などの活動規制、莫大な時間とお金を 要しながら落選後の補填が一切ない選挙運動が当たり前であり、一部の既得権からの得票を得なければ長く政治を続けることが非常に困難です。その結果、既得権からの多数派の声が尊重され、少数派の意見が抑圧されるというゆがんだ民主主義が横行しています。 医療基本法及び医療基本法要綱案フォーラム版においても同様に、まだまだ国民全体への認知度が低く、被害者からの声は多くの国民に対して非常に届きづらい状況となっております。真の民主主義において多数決はあくまでも公共の課題等に関する決断を下すための手段であり、少数派個人の基本的な人権と自由は保障されるべきものです。真の民主政治実現のためには、核兵器に勝る武器とも言えるメディアが国民の為に正しい情報を必要な時に国民へ届ける役割を果たさなければなりません。我々NHKと裁判してる党弁 護土法72条違反で（NHK党）はNHKを公共放送のあるべき姿へ変えるべく、今後もNHKが委託法人に行わせている弁護士法72条違反となる訪問行為について徹底的に追及して参ります。


